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幸世雑

北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O
八、

事

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
対
日
政
策
に
つ
い
て
」

昭
和
四
十
三
年
一
月
一
九
日
金
)
午
後
三
時
J
五
時
三

O
分

報

告

者

神

谷

不

二

出

席

者

一

一

名

今
回
は
大
阪
市
大
教
授
の
神
谷
不
二
氏
(
専
攻
、
国
際
政
治
学
〉
を
か
こ

み
懇
較
し
た
。
今
回
は
、
当
初
、
幹
事
と
し
て
は
臨
時
会
と
す
る
予
定
で
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
都
合
に
よ
り
例
会
に
切
換
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
テ
ー

マ
は
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
で
あ
っ
た
。
同
氏
は
次
の
よ

う
に
述
べ
た
。
戦
後
の
対
日
政
策
(
さ
ら
に
は
ア
ジ
ア
政
策
)
に
つ
い
て

は
、
終
戦
時
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
じ
し
ん
十
分
に
熟
し
た
構
想
を
も
ち
あ

わ
せ
て
お
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
西
欧
の
復
興
を
第
一
に
考
え
、
ア
ジ
ア
の
戦

後
経
営
を
第
二
の
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
(
ヨ
l

ロ
ヅ
パ
第
一
主
義
〉
。

こ
の
二
点
に
常
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
日
本
を
も
ふ
く

め
た
ア
ジ
ア
政
策
が
矛
盾
し
た
内
容
を
も
つ
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
、
青
写

真
の
欠
如
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
第
二
土
義
(
一
方
で
植
民
地
解
放
を
主
唱
し
な
が

ら
、
他
方
で
は
、
西
欧
安
}
ア
メ
リ
カ
の
望
む
よ
う
に
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、

ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
西
欧
の
植
民
地
復
活
を
承
認
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い

う
よ
う
な
例
)
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
対
日
政
策
に
つ
い
て
み

言己t. 
oc; -= 寸ー

れ
ば
、
次
の
よ
う
な
推
移
を
た
ど
っ
た
。
占
領
初
期
の
非
軍
事
化
、
弱
体
化

政
策
か
ら
、
中
共
成
立
・
朝
鮮
戦
争
を
契
機
と
し
て
日
本
の
強
化
策
へ
と
政

策
が
転
換
さ
れ
、
そ
の
政
策
も
当
初
の
日
本
自
立
化
か
ら
、
や
が
て
ア
メ
リ

カ
の
ア
ジ
ア
政
策
ハ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
第
一
主
義
か
ら
ア
ジ
ア
第
一
主
義
へ
変
っ

て
き
て
も
い
る
〉
へ
の
寄
与
を
日
本
に
求
め
る
方
向
へ
と
変
っ
て
き
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
の
方
向
づ
け
に
当
っ
て
、
マ
ツ
カ
l
+
I
(
ア

メ
リ
カ
人
と
し
て
は
珍
ら
し
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
情
を
知
ら
な
い
、
ア
ジ
ア

通
の
人
物
で
あ
っ
た
〉
、
が
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
こ
の
前
後
の
方
向
に
つ

い
て
い
え
ば
、
昭
和
三
十
二
年
の
岸
訪
米
を
き
っ
か
け
に
「
日
米
新
時
代
」

に
入
り
、
続
い
て
池
田
1

ケ
ネ
デ
ィ
時
代
を
経
て
、
佐
藤
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会

談
(
第
一
次
、
第
二
次
)
に
ま
で
至
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
日
本
の
ア

メ
リ
カ
に
対
す
る
自
主
性
は
高
ま
り
、
ア
ジ
ア
政
策
の
面
で
も
ア
メ
リ
カ
は

日
本
の
協
力
、
役
割
増
大
を
求
め
て
き
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
益
々
強
ま
っ

て
い
る
。
日
本
国
民
の
聞
に
も
相
当
強
い
反
米
感
情
が
あ
る
こ
と
、
保
守
党

の
得
票
も
減
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
し
て
も
、
今
日
、
日

本
の
動
向
に
は
十
分
注
目
し
て
い
る
。
以
上
が
同
氏
の
話
の
大
筋
で
あ
る
。

懇
談
の
席
上
で
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
話
題
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ア

ジ
ア
政
策
の
構
想
が
十
分
に
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
話
が
出
た
が
、
研

究
の
方
向
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
研
究
は
不
十
分
で
あ
っ
た

(
質
量
と
も
に
)
と
い
い
う
る
。
ア
メ
リ
カ
は
ア
ジ
ア
の
問
題
に
対
処
す
る

の
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
経
験
に
あ
ま
り
頼
り
す
ぎ
て
い
た
(
い
る
)
の
で

は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
ご
と
く
発
展
段
階
が

或
る
程
度
ま
で
達
し
て
い
る
国
で
は
、
経
済
開
発
は
政
治
の
安
定
を
招
来
す

北法19(1・218)218



!存

る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
程
度
ま
で
達
し
て
い
な
い
ア
ジ
ア
諸
国
の
場
合

に
は
経
済
開
港
が
政
治
的
不
安
定
を
招
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
ア
ジ
ア
第

一二+
う
に
思
わ
れ
る
。
後
者
は
ヨ

i
ロ
ヅ
パ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
認
め
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
国
の
た
め
に
益
と
な
る
の
に
反
し
、
前
者
は
ア
メ
リ
カ
の
イ
ニ
シ
ア

チ
ヴ
を
前
提
と
し
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
と
り
必
ず
し
も
益
と
な
る
も
の
で
は
な

い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
と
は
異
資
の
価
値
体
系
が

理
解
さ
れ
に
く
い
の
で
は
な
い
か
σ

そ
の
こ
と
が
ア
ジ
ア
政
策
の
成
果
が
十

分
に
あ
が
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

G
H
Q
の
政
策
の
と
こ

ま
で
が
ワ
シ
ン
ト
ン
の
、
ど
こ
ま
で
が
マ
ツ
カ
l
+
!
の
も
の
か
よ
く
は
わ

か
ら
な
い
。
対
ド
イ
ツ
占
領
政
策
の
場
合
よ
り
も
現
地
占
領
司
令
官
の
発
一
一
言

力
は
は
る
か
に
強
力
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
ほ
か
、
未
だ
話
題
と
な
っ

た
点
も
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
防
衛
カ
増
強
の

動
き
、
安
保
条
約
を
め
ぐ
る
議
論
も
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
折
柄
、
時
宜
た

え
た
テ
1
7
で
あ
り
、
報
告
者
の
整
理
の
よ
ろ
し
さ
に
も
助
け
ら
れ
て
、
興

味
深
く
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
点
、
報
告
者
に
御
礼
申
し
あ
げ
る
次
第

で
あ
る
。

言己会
ρ主d与
すλ報

O
九
、
「
刑
法
時
事
談
義
医
療
と
刑
法
、
佐
世
保
事
件
、
刑
法
改
正

問
題
」昭和
四
十
三
一
年
一
二
月
二
十
二
日
(
金
)
午
後
二
時
三

O
分
1

五
時

一一

O
分
報

雑

Lt 
lコ

雄

者

暮

得

出

席

者

二

一

名

最
近
の
時
事
問
題
の
う
ち
二
つ
を
え
ら
ん
で
、
刑
法
学
者
の
限
か
ら
み
る

と
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
か
を
語
る
。
他
に
、
刑
法
改
正
の
進
げ
状
況
、

問
題
点
に
つ
い
て
も
話
は
及
ん
だ
。
ま
ず
「
医
療
と
刑
法
」
に
つ
い
て
は
、

心
臓
移
植
手
術
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
刑
法
上
の
問
題
と
し
て

は
、
死
亡
の
時
期
を
心
臓
死
の
時
点
〔
現
在
の
支
配
的
見
解
〉
に
と
ど
め
て

お
く
べ
き
か
、
脳
死
の
時
点
に
変
更
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の

間
題
は
心
臓
提
供
者
の
心
臓
を
と
り
出
す
-
」
と
が
殺
人
行
為
と
な
る
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
わ
け
で
あ
る
。
心
臓
移
植
を
法
的
に
是
認
す
る

に
し
て
も
、
無
制
約
に
許
す
べ
き
で
な
く
(
脳
の
移
植
に
で
も
な
れ
ば
な
お

さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
)
、
濫
用
防
止
の
た
め
に
、
移
植
の
当
否
を
判
定
す
る

委
員
会
で
も
つ
く
っ
た
ら
ど
う
か
。
人
体
の
一
部
(
と
り
け
、
脳
、
心
臓
)

を
移
植
す
る
こ
と
を
法
的
に
承
認
す
る
か
し
な
い
か
、
承
認
す
る
と
し
て
ど

の
よ
う
な
要
件
の
下
に
承
認
す
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
倫
理
・
宗

教
上
の
観
念
、
社
会
通
念
を
考
慮
の
上
で
答
え
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
答
え
る
こ
と
こ
そ
、
人
文
・
社
会
科

学
の
務
め
で
も
あ
る
。
以
上
の
ほ
か
、
出
生
時
期
の
問
題
、
人
工
授
精
児
の

問
題
、
一
部
責
任
能
力
の
問
題
が
言
及
さ
れ
た
。
次
の
話
題
は
「
佐
世
保
事

件
で
あ
っ
た
。
警
察
当
局
は
兇
器
準
備
集
合
罪
(
刑
法
二

O
八
条
ノ
二
)
を

適
用
し
た
。
こ
の
事
件
に
お
け
る
学
生
の
行
動
が
右
法
条
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
問
題
が
あ
る
。
角
材
は
「
兇
器
」
と
い
え
る
の
か
。
加
害
目
的
の
対
象

が
不
特
定
で
も
よ
い
か
(
お
よ
そ
警
察
官
な
ら
ば
よ
い
か
〉
、
兇
器
所
持
と

目
的
の
加
害
行
為
と
の
間
に
相
当
の
時
間
間
隔
が
あ
る
場
合
で
も
右
法
条
は

北法19(I・219)219



報

官
邸
用
可
能
か
。
多
衆
不
解
散
罪
(
刑
法
一

O
七
条
)
の
適
用
は
考
え
ら
れ
な

い
か
(
解
散
命
令
権
の
法
的
根
拠
が
問
題
と
な
る
。
警
職
法
五
条
の
「
制

止
」
は
解
散
命
令
権
の
根
拠
と
な
り
う
る
か
。
文
理
上
無
理
で
あ
ろ
う
〉
。

問
題
は
、
兇
器
準
備
集
合
罪
を
理
由
と
し
て
の
介
入
が
さ
れ
な
が
ら
、
起
訴

の
段
階
で
は
公
務
執
行
妨
害
罪
(
刑
法
九
五
条
)
に
切
換
え
ら
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
手
続
上
、
不
公
正
だ
と
い
う
感
を
免
れ
な
い
。
兇
器
準
備
集
合
罪
は

た
ん
に
介
入
の
理
由
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
み
で
は
な
い
か
。
起
訴
を
予
定

し
て
い
な
い
逮
捕
、
集
団
行
事
へ
の
介
入
が
一
般
化
す
る
こ
と
に
で
も
な
れ

ば
、
甚
だ
し
く
憂
慮
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
最
後
の
話
題
は
「
刑
法
改
正
問

題
」
で
あ
っ
た
。
明
治
四
一
年
度
施
行
の
現
行
刑
法
を
改
正
す
る
動
き
は
幾

度
も
あ
り
、
昭
和
三
一
年
の
刑
法
改
正
準
備
会
に
よ
る
作
業
を
経
て
(
昭
和

三
六
年
、
改
正
刑
法
準
仙
草
案
成
る
)
、
昭
和
三
八
年
法
制
審
議
会
へ
の
法

務
大
臣
の
諮
問
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
目
下
五
個
の
委
員
会
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
分
担
を
定
め
て
検
討
中
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
委
員
会
も
、
問
題
を
か

か
え
こ
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
死
刑
を
存
続
さ
せ
る
べ
き
か
、
懲
役
・
禁

固
の
区
別
を
な
く
し
て
一
本
に
ま
と
め
る
べ
き
か
、
保
安
処
分
の
現
定
を
設

け
る
べ
き
か
、
等
々
。
そ
も
そ
も
全
面
改
正
を
す
る
必
要
あ
り
や
否
や
に
つ

い
て
も
実
は
賛
否
定
か
で
な
い
の
で
あ
る
。
全
面
改
正
が
で
き
る
に
し
て

も
、
そ
れ
ま
で
に
は
、
な
お
、
数
年
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

討
論
の
段
階
で
問
題
と
な
っ
た
点
を
次
に
拾
い
あ
げ
て
お
く
。
ま
ず
、

「
医
療
と
刑
法
」
に
つ
い
て
。
報
告
者
の
説
く
よ
う
に
移
植
手
術
を
す
る
に

一
定
の
現
制
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
要
件
が
問
題
だ
が
、
提
供
者
の
同
意

(
も
は
や
死
亡
が
時
間
の
問
題
で
あ
る
こ
と
も
一
要
件
で
あ
ろ
う
)
が
あ
れ

雑事記メ込:L-" 学

ば
認
め
る
べ
き
か
。
い
か
に
同
意
が
あ
っ
て
も
、
未
だ
生
き
て
い
る
人
間
が

自
己
の
器
官
(
そ
れ
も
心
臓
と
か
脳
と
か
の
ご
と
く
人
間
存
在
を
根
本
的
に

規
定
す
る
器
官
)
に
せ
よ
、
他
人
に
使
わ
せ
る
意
思
表
示
を
し
た
場
合
で

も
、
そ
の
意
思
表
示
を
も
っ
て
移
値
手
術
を
適
法
な
ら
し
め
う
る
か
ど
う
か

問
題
で
あ
る
。
将
来
、
「
機
械
人
間
」
で
も
登
場
し
て
こ
な
い
と
も
限
ら
な

い
。
そ
う
な
れ
ば
、
民
法
上
も
問
題
を
生
じ
そ
う
で
あ
る
。
移
植
手
術
が
盛

ん
に
な
れ
ば
人
聞
の
同
一
性
判
定
の
基
準
が
問
題
と
な
っ
て
も
こ
よ
う
。
移

植
手
術
の
規
制
に
当
っ
て
は
、
た
ん
に
成
功
率
が
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
け
か
ら
判
断
し
え
ず
、
提
供
者
側
の
人
権
を
害
さ
な
い
こ
と
、
倫
理
・

宗
教
に
も
考
慮
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
「
佐
世
保
事

件
」
に
つ
い
て
。
行
政
検
束
の
な
さ
れ
る
お
そ
れ
も
出
て
き
た
こ
と
。
当
局

は
刑
事
手
続
上
問
題
が
あ
る
態
様
で
臨
み
な
が
ら
、
一
片
の
説
明
で
合
理
化

し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
遺
憾
で

あ
る
。
破
防
法
適
用
の
問
題
は
可
能
な
の
か
ど
う
か
も
若
干
議
論
の
対
象
と

な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
最
後
に
「
刑
法
改
正
問
題
」
に
つ
い

て
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
議
論
を
す
る
ほ
ど
の
時
聞
が
残
っ
て
お
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
は
、
報
告
者
に
お
詫
び
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

時
事
的
な
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
、
こ
こ
二
ヶ
年
問
、
ご
く
す
く
な

か
っ
た
。
今
回
は
異
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
医
療
と
刑
法
」
に
せ
よ
、

「
佐
佐
保
事
件
」
に
せ
よ
、
近
時
の
文
字
ど
お
り
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
刑
法
学
者
の
口
か
ら
直
接
に
話
を
伺
う
こ
と
が

で
き
た
こ
と
は
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
幹
事
と
し
て
は
、
「
医
療
と
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刑
法
」
に
関
連
し
て
は
早
晩
、
民
法
上
の
「
人
」
の
概
念
を
拡
げ
て
、
「
自

然
人
」
「
法
人
」
の
ほ
か
に
、
「
人
工
人
」
と
す
る
必
要
も
で
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
、
「
佐
佐
保
事
件
」
に
つ
い
て
は
、
行
政
検
束
復
活
の
お

そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
法
律
が
そ
の
適
用
の
レ
ベ
ル
で
か
ん
た
ん
に

紙
上
の
存
在
と
化
し
さ
ら
れ
て
し
ま
う
例
(
バ
ウ
ン
ド
の
い
う
円
。
=

5

rDorm-

戸。
=

5
∞2
5口
)
を
み
た
ご
と
く
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。
同
感
の

士
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

研
究
会
終
了
後
、
恒
例
の
総
会
を
開
き
、
幹
事
の
会
計
報
告
が
承
認
さ
れ

た
。
続
い
て
、
こ
れ
も
恒
例
の
ビ
ア
・
パ
ー
テ
ィ
に
移
っ
た
(
午
後
八
時
ま

で
)
。
今
回
は
、
会
員
の
半
田
正
夫
氏
が
転
任
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
送
別
会

が
主
眼
で
あ
っ
た
。
同
氏
が
過
去
に
お
い
て
本
会
メ
ン
ハ
!
と
し
て
協
力
し

て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
御
礼
申
し
あ
げ
て
お
き
た
い
。

言己会学報

幹
事
交
替
の
時
期
が
到
来
し
た
。
旧
幹
事
(
米
倉
)
か
ら
新
幹
事
(
丹
宗

教
授
)
へ
事
務
引
継
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
当
面
、
旧
幹
事
と
し
て
は

次
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
て
い
る
。
第
一
は
感
謝
で
あ
る
。
二
ヶ
年
の
問
に

報
告
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
は
感
謝
の
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
。
実
に
快
よ

く
報
告
依
額
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ル
ー
チ
ン
の

事
務
を
一
手
に
引
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
平
井
肪
手
に
も
御
礼
申
し
あ
げ
ね
ば

な
ら
な
い
。
第
二
は
テ
1

マ
の
選
択
が
拙
劣
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
危
慎
で
あ
る
。
法
学
・
政
治
学
い
ず
れ
か
に
偏
す
る
こ
と
な
く
、
長
老
・

中
堅
・
新
進
に
偏
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
、
さ
ら
に
過
去
三
年
間
位
の

報
告
回
数
の
平
均
化
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
他
、
い
ろ
い
ろ
の

雑

要
素
を
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
新
幹
事
が
こ
れ
ら
の
点

を
配
慮
さ
れ
て
腕
を
揮
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
は
、
雑
報
記
事
の
書
き
方

が
拙
劣
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
礼
を
失
し
て
い
な
い
か
と
い
う
危
倶
で

あ
る
。
な
に
ぶ
ん
に
も
、
専
攻
外
の
テ
l
マ
に
つ
い
て
記
事
を
書
く
の
で
誤

り
も
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
さ
ら
に
は
失
礼
な
表
現
を
意
識
し
な
い
で
な
し
て

い
た
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
さ
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
こ
こ
で
お
詫
び
し
て

お
く
。
な
お
、
記
事
は
詳
し
く
書
く
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
(
た
と
え

ば
、
京
都
法
学
会
雑
誌
を
参
照
)
。
報
告
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
対
す
る

義
務
で
も
あ
ろ
う
と
思
う
。
第
四
に
そ
も
そ
も
か
よ
う
な
会
を
残
す
だ
け
の

意
味
は
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
一
概
に
答
は
出
せ

な
い
。
会
の
目
的
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
次
の
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
い
え
な
い
。
積
極
的
に
報
告
が
あ
ら
わ
れ
て
会

が
盛
り
あ
が
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
会
の
存
在
意
義
を
う
ら
づ
け
よ
う

し
、
そ
う
で
な
く
て
、
は
じ
め
か
ら
わ
れ
関
せ
ず
(
当
の
時
聞
に
講
義
を
す

る
い
う
よ
う
な
方
も
過
去
に
お
い
て
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
)
と
い
う

方
々
が
多
く
な
れ
ば
存
在
意
義
は
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
筆
者
の
み
る
と

こ
ろ
、
廃
止
論
も
決
し
て
す
く
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
将
来

の
問
題
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
ほ
か
に
も
な
お
感
想
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
ん

と
い
っ
て
も
紙
巾
の
限
界
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
は
言
及
し
え
な
い
。
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一
、
四
月
一
一
六
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
最
高
裁
判
所
刑
事
判
例
集
一
二
巻
七
号
八
六
三
頁

O
最
高
裁
判
所
刑
事
判
例
集
一
二
巻
七
号
九

O
四
頁

O
最
高
裁
判
所
刑
事
判
例
集
一
二
巻
七
号
九
八
五
頁

二
、
五
月
一
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
判
時
五

O
八

号

可

法

修

習

生

(

地

検

〉

三
、
六
月
二
九
日
(
金
)
最
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裁
判
所
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例
研
究

O
判
時
五

O
五

号

司

法

修

習

生

(

地

裁

)

四
、
七
月
五
日
(
金
〉
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
最
高
裁
判
所
刑
事
判
例
集
一
二
巻
八
号
一

O
四
O
頁

O
最
高
裁
判
所
刑
事
判
例
祭
-
二
巻
八
号
一

O
九
七
頁

報

O
民

集

二

一

巻

一

号

一

頁

O
民

集

二

一

巻

一

号

一

六

頁

O
民

集

二

一

巻

一

号

六

一

頁

民
集
一
二
巻
六
号
一
四
四
七
頁

O
民
集
一
二
巻
七
号
一
七
回

O
頁

二
、
四
月
一
九
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
一
二
巻
七
号
一
七
二
九
頁

O
民

集

二

一

巻

一

号

八

八

頁

O
民

集

二

一

巻

一

号

四

三

頁

O
民
集
二
一
巻
一
号
一

O
三
頁

雑

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

事き1
ロu

L-
4ミ学

藤神五

十

嵐

小

山

青米石川大能小能大

岡田

O
最
高
裁
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一
一
六
頁
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(
昭
和
四
三
年
四
月

i

竹倉川井

一

、

回

月

二

六

日

(

金

)

小

川

晃

一

O
イ
ギ
リ
ス
の
全
国
レ
ベ
ル
に
お
け
る
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

二
、
五
月
一

O
日

(

金

)

永

井

秀

夫

O
明
治
国
家
の
国
是
を
め
ぐ
る
問
題

一
二
、
五
月
三

O
日
(
木
)

。
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
行
政
研
究
と
行
政
教
育
の
一
断
面

四
、
六
月
二
八
日
(
金
〉

O
一
般
教
育
と
し
て
の
政
治
学
に
つ
い
て

沢勢暮

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
三
年
四
月
i

勢

一
、
四
月
一
九
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
八
三
号
二
八
頁

O
判
例
時
報
四
八
五
号
二
七
頁

O
判
例
時
報
四
八
六
号
四
頁

二
、
五
月
一
七
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
八
七
号
三
回
頁

O
判
例
時
報
四
八
八
号
五
五
頁

O
判
例
時
報
四
九

O
号

一

六

頁

if~ 

平

井
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三
、
五
月
二
四
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
九
一
号
五

O
頁

O
判
例
時
報
四
九
二
号
四
八
頁

O
判
例
時
報
四
九
二
号
三
頁

四
、
六
月
七
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
九
三
号
二
九
頁

O
判
例
時
報
四
九
四
号
二
三
頁

O
判
例
時
報
四
九
五
号
四
六
頁

五
、
六
月
二
八
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
九
八
号
二
一
頁

O
判
例
時
報
四
九
七
号
三
二
頁

O
判
例
時
報
四
九
九
号
三
三
頁

六
、
七
月
一
一
一
日
(
金
U

判
例
研
究

O
判
例
時
報
五

O
O号
二

一

頁

O
判
例
時
報
五

O
一
号
六
二
頁

O
判
例
時
報
五

O
二
号
三
四
頁
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